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   多久市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める     

   条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備

及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号。以下「基準府令」という。）

において使用する用語の例による。 

 （乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 乳児等通園支援事業者は、多久市暴力団排除条例（平成２４年多久市

条例第１３号）第２条第４号に規定する暴力団等に該当してはならない。  

第４条 前条に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準は、基準府令の定めるところによる。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。  



 

 （準備行為） 

２ この条例の規定に基づく設備及び運営に係る準備行為は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 


